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成
二
十
三

年
六
月
二
十
日

(

月)

の
三
日
間
の
午
前
九

時
か
ら

青
森
市
中
央
三
丁
目
一
七
の
一

ア
ピ
オ
あ
お
も
り

日

時

場

所

平
成
二
十
三
年
六
月
六
日

(

月)

、
平
成
二

十
三
年
六
月
十
三
日

(

月)

、
平
成
二
十
三

年
六
月
二
十
日

(

月)

の
三
日
間
の
午
前
九

時
か
ら

青
森
市
中
央
三
丁
目
一
七
の
一

ア
ピ
オ
あ
お
も
り



( )

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所

在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

有
限
会
社
サ
ワ
カ

ミ
薬
局
堀
口
店

三
沢
市
下
久
保
二
丁
目
一
の
二
二

平
成
��

･

�･

�

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
共
生
会

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
押
上

五
二

就
労
移
行

支
援

多
機
能
型
事

業
所
飛
翔
食

房

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
押
上

五
二

平
成

��

･

�･
�

社
会
福
祉
法

人
共
生
会

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
押
上

五
二

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

多
機
能
型
事

業
所
飛
翔
食

房

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
押
上

五
二

〃

社
会
福
祉
法

人
共
生
会

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
押
上

五
二

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

多
機
能
型
事

業
所
飛
翔
食

房

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
押
上

五
二

〃

社
会
福
祉
法

人
和
晃
会

五
所
川
原
市
大
字

唐
笠
柳
字
村
崎
二

四
二

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

ワ
ー
ク
サ
ポ

ー
ト
八
晃
園

五
所
川
原
市
大
字

唐
笠
柳
字
村
崎
二

四
二

〃

株
式
会
社
バ

リ
ュ
ー

弘
前
市
大
字
新
町

一
六
七
の
一

居
宅
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ほ
ほ
え
み
の

里

弘
前
市
大
字
代
官

町
四
五

代
官
町

ビ
ル
二
階

〃

株
式
会
社
バ

リ
ュ
ー

弘
前
市
大
字
新
町

一
六
七
の
一

重
度
訪
問

介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ほ
ほ
え
み
の

里

弘
前
市
大
字
代
官

町
四
五

代
官
町

ビ
ル
二
階

〃

有
限
会
社
北

斗
医
理
科

弘
前
市
大
字
在
府

町
一
八

居
宅
介
護

北
斗
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

弘
前
市
大
字
富
野

町
三
の
四

〃

有
限
会
社
北

斗
医
理
科

弘
前
市
大
字
在
府

町
一
八

重
度
訪
問

介
護

北
斗
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

弘
前
市
大
字
富
野

町
三
の
四

〃

有
限
会
社
い

こ
い
福
祉
舎

弘
前
市
大
字
石
川

字
川
原
田
九
の
五

居
宅
介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

い
こ
い

弘
前
市
大
字
大
清

水
四
丁
目
九
の
五

〃

有
限
会
社
い

こ
い
福
祉
舎

弘
前
市
大
字
石
川

字
川
原
田
九
の
五

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

い
こ
い

弘
前
市
大
字
大
清

水
四
丁
目
九
の
五

〃

社
会
福
祉
法

人
田
茂
木
野

福
祉
会

青
森
市
大
字
田
茂

木
野
字
阿
部
野
一

一
四
の
五

就
労
移
行

支
援

こ
ぶ
し
の
家

青
森
市
大
字
田
茂

木
野
字
阿
部
野
一

一
四
の
五

〃

社
会
福
祉
法

人
田
茂
木
野

福
祉
会

青
森
市
大
字
田
茂

木
野
字
阿
部
野
一

一
四
の
五

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

こ
ぶ
し
の
家

青
森
市
大
字
田
茂

木
野
字
阿
部
野
一

一
四
の
五

〃

社
会
福
祉
法

人
田
茂
木
野

福
祉
会

青
森
市
大
字
田
茂

木
野
字
阿
部
野
一

一
四
の
五

生
活
介
護

障
害
者
支
援

施
設
こ
ぶ
し

園

青
森
市
大
字
田
茂

木
野
字
阿
部
野
一

一
四
の
五

〃



( )

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
者
支
援
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
新
深
浦
町
第
四
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法

律
第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

栃
久
保
土
砂
災
害
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

十
和
田
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

地
滑
り

二

立
石
土
砂
災
害
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

十
和
田
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(
図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

地
滑
り公

告
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

を

行

う

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字

福
村
字
新
舘

添
五
〇
の
八

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
一
葉

会

弘
前
市
大
字

福
村
字
新
舘

添
五
〇
の
八

居
宅
介
護
、

重
度
訪
問

介
護

こ
と
ぶ
き

荘
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
サ

ー
ビ
ス
事

業
所

弘
前
市
大
字

福
村
字
早
稲

田
二
七
の
一

平
成

��

･

�･

�

名

称

設

置

の

場

所

指
定
年
月
日

障
害
者
支
援
施
設
こ
ぶ
し
園

青
森
市
大
字
田
茂
木
野
字
阿
部
野
一
一
四

の
五

平
成
��･

�･
�

新
深
浦
町
第
四
区
域

新
深
浦
町
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
う
ち
、
大
字
沢
辺
の

区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

２

総
ト
ン
数
百
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
か
に
か

ご
漁
業

３

主
と
し
て
底
建
網
漁
業

４

小
型
定
置
漁
業



( )

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

菅
原

伊
佐
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浪
館
字
近
野
一
三
の
一
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
学
生
は
も
と
よ
り
一
般
社
会
人
に
対
し
、
経
済
、
金
融
、
ビ
ジ
ネ
ス
及
び
キ
ャ

リ
ア
等
に
つ
い
て
の
教
育
、
啓
蒙
、
普
及
活
動
等
を
行
な
い
、
豊
か
な
社
会
生
活
が
広
く
実
現
で

き
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十

三
年
三
月
一
日
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

土
地
立
入
の
通
知

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
か
ら
、
土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
十
九
号)

第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
立
入
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

二

事
業
の
種
類

北
海
道
新
幹
線
建
設
工
事
及
び
附
帯
工
事

三

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
土
地
の
区
域
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登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

三
七
二
号

配
合
肥
料

Ｇ
Ｒ
Ａ

り
ん
酸
全
量
九
・
〇

内
く
溶
性
り

ん
酸

公
定
規
格

の
と
お
り

株
式
会
社
五
光

東
津
軽
郡
平
内

町
大
字
外
童
子

八
・
〇

加
里
全
量四
・
五

内
く
溶
性
加

里

四
・
〇

内
水
溶
性
加

里

一
・
三

く
溶
性
苦
土
二
・
五

字
滝
の
沢
一
二

の
一
三

市

町

村

名

大

字

名

字

名

石

江

高
間

新

田

忍

新

城

平
岡
、
福
田

岡

町

松
本
、
藤
戸



( )

四

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
第
二
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

東
青
地
域
県
民
局
長

小
田
桐

文

彦
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油

川

実
法
、
船
岡

羽

白

富
田
、
池
上
、
沢
田

西

田

沢

浜
田
、
沖
津
、
山
辺

飛

鳥

塩
越
、
岸
田
、
福
浦

青

森

市

瀬

戸

子

磯
田
、
神
田

奥

内

宮
田
、
川
合
、
平
塚

前

田

中
野
、
湯
の
沢

清

水

成
見
、
生
田

内

真

部

岸
田
、
平
岡

左

堰

大
科
、
野
田

小

橋

福
田
、
千
鳥
、
伊
沢
、
田
川

六

枚

橋

不
浪
知
、
山
越

後

潟

大
原
、
平
野

四

戸

橋

磯
部
、
富
田

中

沢

池
田
、
浪
返

長

科

浦
田
、
川
瀬
、
鶴
蝮

阿

弥

陀

川

汐
干
、
江
利
前
沢
山

東

津

軽

郡

�

田

村

�

田

汐
越
、
�
田
山
、
宮
本

郷

沢

浜
田

瀬

辺

地

山
田
、
田
浦

広

瀬

坂
元
、
高
根

東

津

軽

郡

外

ヶ

浜

町

蟹
田
大
平
沢
辺
、
蟹
田
大
平
山
元
、
蟹
田
小

国
館
下
、
蟹
田
南
沢
館
下
、
蟹
田
南
沢
山
口
、

蟹
田
山
本
野
脇
、
蟹
田
山
本
前
田
、
蟹
田
山

本
紅
葉
坂

大

川

平

母
沢
、
二
股
、
上
股
、
与
次
郎
沢
、
深
沢
、

清
川
、
熊
沢
、
安
兵
衛
川
、
村
元

東

津

軽

郡

今

別

町

今

別

中
沢
、
西
田

浜

名

中
宇
田
、
浜
名
沢
、
中
野
、
黒
崎

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日



( )

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人
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理

事

土
岐

富
和

青
森
市
大
字
左
堰
字
野
田
二
二

平
成
��

･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

�
坂
隆
雄
後
援
会

馬
場

巖

�
坂

晶
子

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

浜
道
一
一
一
の
一

平
成

��･

�･

�

尾
�
寿
一
後
援
会

連
合
会

尾
�

寿
一

小
野

悟

弘
前
市
大
字
原
ヶ
平

一
の
六
の
九

��･
�･
�

工
藤
章
後
援
会

浦
田

守

立
崎

祐
一

上
北
郡
七
戸
町
字
笊

田
川
久
保
一
七

��･

�･

�

倉
持
晶
郎
後
援
会

倉
持

晶
郎

倉
持

晶
郎

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

青
葉
七
の
一
四
〇
の

一
五
五
五

��･

�･

�

恒
星
会

倉
岡

健
次
郎

高
山

靖
信

上
北
郡
野
辺
地
町
字

赤
坂
四
五
の
一
〇

��･

�･

�

竹
原
義
人
後
援
会

武
士
澤

武
男

竹
原

俊
吉

三
戸
郡
三
戸
町
大
字

川
守
田
字
関
根
川
原

四
の
二
一

��･

�･

	�

野
村
太
郎
を
支
え

る
会

相
馬

慎
哉

野
村

信
子

弘
前
市
大
字
樹
木
一

の
一
九
の
四
二

��･

�･

	�

黒
石
ナ
ナ
子
後
援

会

今

廣
文

工
藤

一
成

黒
石
市
大
字
南
中
野

字
家
岸
三
〇

��･

�･

	


平
野
敏
彦
後
援
会

平
野

敏
彦

平
野

敏
彦

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

二
川
目
二
の
七
三
の

一
三
五

��･

�･

	


青
森
子
ど
も
未
来

い
の
ち

山
内

崇

佐
藤

孝
治

弘
前
市
大
字
萱
町
三

九
の
一

��･

�･

	�

花
田
え
い
す
け
自

由
ケ
丘
地
区
後
援

会

磯
部

松
夫

松
沢

篤
悦

青
森
市
自
由
ケ
丘
一

の
六
の
一
一

��･

�･

�	

む
つ
下
北
政
経
文

化
研
究
会

菊
池

憲
太
郎

品
木

芳
男

む
つ
市
大
字
田
名
部

字
品
ノ
木
三
四
の
六

八

��･

�･

�	

井
上
武
夫
後
援
会

田
中

正
樹

井
上

百
合
子

上
北
郡
七
戸
町
字
舘

野
四
七
の
七

��･

�･

��

工
藤
和
行
後
援
会

工
藤

和
行

�
田

浩
尓

黒
石
市
追
子
野
木
三

の
一
二
五
の
一

��･

�･

��

森
貝
尚
道
後
援
会

森
貝

尚
道

森
貝

磐
男

八
戸
市
大
字
鳥
屋
部

町
一
一
の
二

��･

�･

��

舘
岡
一
郎
後
援
会

佐
々
木

榮
一

桜
庭

準
行

北
津
軽
郡
板
柳
町
大

字
辻
字
福
岡
六
五
の

一
〇

��･

�･

��

岡
村
茂
雄
後
援
会

高
橋

功

千
葉

岩
男

上
北
郡
七
戸
町
字
七

戸
一
二
の
四

��･

�･

��



( )

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

民
主
党
青
森
県
第
４

区
総
支
部

会
計
責
任
者

山
田

修
市

葛
西

憲
次

平
成

��

･

�･

��

自
由
民
主
党
鯵
ヶ
沢

町
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
鰺
ヶ
沢

町
大
字
浜
町
一
〇

〇
の
六

西
津
軽
郡
鰺
ヶ
沢

町
大
字
新
町
二

��･

�･

��

た
ち
あ
が
れ
日
本
青

森
県
第
一
選
挙
区
支

部

会
計
責
任
者

櫻
庭

義
明

桜
庭

義
明

��･

�･

��

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

山
本
喜
仁
後
援
会

代

表

者

山
本

喜
仁

山
本

て
つ

会
計
責
任
者

山
本

喜
仁

山
本

て
つ

平
成

��･

�･

�

一
戸
か
ね
い
ち
後
援

会

政
治
団
体
の

名
称

一
戸
か
ね
い
ち
後

援
会

一
戸
兼
一
後
援
会

��･
�･
�

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
田
園

二
の
三
の
七

弘
前
市
大
字
新
里

字
中
樋
田
一
五
六

の
二

代

表

者

佐
藤

孝
雄

一
戸

正

菊
池
け
ん
た
ろ
う
後

援
会

政
治
団
体
の

名
称

菊
池
け
ん
た
ろ
う

後
援
会

菊
池
憲
太
郎
後
援

会

代

表

者

関

裕
介

菊
池

憲
太
郎

��･

�･

�

高
橋
修
一
沖
館
地
区

後
援
会

会
計
責
任
者

古
川

長
夫

三
國

一
彦

��･

�･

�

代

表

者

成
田

忠
夫

浜
田

直
治

は
ま
だ
栄
子
後
援
会

会
計
責
任
者

小
山
内

武
次

長
津

京
子

��･

�･

�

一
戸
ふ
み
お
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
栄
町
一
の

一
二
の
四

青
森
市
本
町
一
の

三
の
九

��･

�･

�

幸
福
実
現
党
十
和
田

後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
秋
堂
七

上
北
郡
東
北
町
大

字
上
野
字
山
添
四

五
の
二
五
四

��･

�･

�

代

表

者

村
崎

誠
蔵

森
光

浄

会
計
責
任
者

三
本
菅

享

森
光

浄

公
明
党
を
励
ま
す
青

森
県
民
の
会

会
計
責
任
者

畠
山

敬
一

原
田

一
紀

��･

�･

��

青
森
市
医
師
連
盟

代

表

者

成
田

祥
耕

齊
藤

勝

会
計
責
任
者

川
口

均

永
井

政
男

��･

�･

��

恭
進
会

会
計
責
任
者

山
田

修
市

葛
西

憲
次

��･

�･

��

相
川
正
光
後
援
会

代

表

者

神

保
弘

中
野

昭
嗣

��･

�･

��

あ
お
も
り
未
来
塾

会
計
責
任
者

櫻
庭

義
明

桜
庭

義
明

��･

�･

��

升
田
世
喜
男
後
援
会

会
計
責
任
者

櫻
庭

義
明

桜
庭

義
明

��･

�･

��

中
村
節
雄
後
援
会

会
計
責
任
者

中
村

恵
美
子

格
谷

武

��･

�･

��

夢
の
あ
る
未
来
を
拓

く
町
民
の
会

会
計
責
任
者

中
嶋

巖

中
嶋

巌

��･

�･

��



( )

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青 森 県 報平成23年３月11日 金曜日 第3361号 10

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

栗
本
章
吉
を
支
援
す
る
会

平
成
��

･

�･

�

平
成
��･

�･

�

鱗
萃
会

��･

�･

�

��･

�･

�

三
戸
玲
子
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

�

田
中
賢
一
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

�

岩
城
康
一
郎
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

��

小
笠
原
正
勝
後
援
会

��･
��･
��

��･

�･

�	

工
藤
と
く
の
ぶ
後
援
会

��･

��･

��

��･

�･

�	

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

尾



寿
一

(

弘
前
市
議
会
議

員)

尾


寿
一
後
援
会

連
合
会

尾



寿
一

弘
前
市
大
字
原
ヶ
平

一
の
六
の
九

平
成

��･

�･

�

倉
岡

健
次
郎

(

野
辺
地
町
議
会

議
員)

恒
星
会

倉
岡
健
次
郎

上
北
郡
野
辺
地
町
字

赤
坂
四
五
の
一
〇

��･

�･

�

菊
池

憲
太
郎

(

県
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